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1. 口頭審理における証拠収集手続きをビデオ審理で実施へ 

 

欧州特許庁（EPO）は、2020 年 12 月 23 日付決定を発表し、EPC 規則第 117 条・118

条の改正を発表しました。2021 年 1 月 1 日に施行されたこの改正を以て、口頭審理に

おける専門家の証言等の証拠収集手続きがビデオ審理で行えることが明確になりまし

た。 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/12/a135.html 

 

現在 EPO では、Covid-19 パンデミックの影響もあり、異議申立事件を含めたすべての

口頭審理を原則としてビデオ審理で実施しています。これまで証拠収集手続きを伴う

事件は、ビデオ審理の例外として認められてきましたが、今回の決定はその運用を変

更するものになります。 

なお、査定系（審査）の口頭審理では、Skype for Business が使用され、当事者系（異

議申立）の口頭審理では Zoom が使用されます。いずれの場合も日本から参加可能で

す。 

 

 

2. 日本特許庁（JPO）－フランス産業財産庁（INPI）間の特許審査ハイウェイ

（PPH）試行プログラムの開始 

 

2021 年 1 月 1 日より運用が開始されると発表されていた JPO - INPI 間の PPH の詳細が

公表されました。PPH 試行プログラムは、2022 年 12 月 31 日まで実施されます。 

 

以下、INPI での手続きの概要について紹介します。 

 

対象となるのは、JP 出願又は PCT 出願を基礎としたパリ条約ルートでの FR 出願であ

り、必要書類は次の通りです。    

 

① JPO が発行したオフィスアクションの写しとその翻訳文 

② JPO で特許可能と判断されたクレームの写しとその翻訳文 

③ JPO で引用された文献の写し 

④ 請求項対応表 

 

①～③については、ドシエアクセスシステムを通じて INPI 側が自動的に入手するの

で、通常は提出不要です。ただし、③のうち非特許文献については提出が必要と定め

られています（翻訳文は不要）。 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/12/a135.html


 

また、PPH 試行プログラムの対象となるのは PPH 申請時に特許審査が開始されていな

い出願に限定されますので、INPI は FR 出願から 12 月以内の申請を推奨しています。 

 

手続きその他の詳細については、JPO 公式発表をご参照ください。 

（PDF 資料へのリンク） 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/france

_inpi_ja.pdf 

 

*** 

 

本ニュースの内容その他フランス・欧州における手続きに関してご不明な点がありま

したら、お気軽にご相談ください。 
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